
低入札価格調査のフロー 

 

 

・調査基準価格の設定 

・失格基準価格の設定 

 

 入  札 

 

 

        評価値の最も高い者        評価値の最も高い者 

        の入札価格が調査基        の入札価格が調査基 

        準価格未満の場合         準価格以上の場合 

 

          落札の保留            落札者決定 

 

 

      低入札価格調査             失格基準価格未満    失 格 

      ・入札価格による失格の判断       の場合 

 

                          失格基準価格以上 

      ・事情聴取               の場合 

      ・関係機関への照会 

 

 

    適正な履行がなされると     適正な履行がなされないと 

    認めた場合           認めた場合 

 

       落札者決定 

                   次順位入札者の入札    次順位入札者の入札 

      監督体制の強化等     価格が調査基準価格    価格が調査基準価格 

                   未満の場合        以上の場合 

 

                                次順位入札者を 

                                落札者として決定 


